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令和４年４月６日 

 

 

消費者市民ネットとうほくと東北・みやぎ復興マラソン事務局との間で 

差止請求に関する協議が調ったことについて 

 

消費者契約法第39条第１項の規定に基づき、下記の事項を公表する。 

 

記 

 

１．協議が調ったと認められるものの概要 

（１）事案の概要 

  本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく（以

下「消費者市民ネットとうほく」という。）が、東北・みやぎ復興マラソン事務局に

対し、同事務局が使用するマラソン申込規約及び大会規約の下記条項（以下「本件条

項」という。）について、下記の理由により、消費者契約法（※）に規定する不当条項

に該当することを理由とする同法第 12 条第３項に基づく当該条項の削除又は変更を

求めた事案である。 

記 

（対象条項） 

ア 申込規約の「２．主催者の責によらない事由（地震・風水害・降雪・事件・事

故・疫病・公共交通機関の遅延等）による開催縮小・中止の際も参加料・手数料等

は返金いたしません。」という条項及び大会規約の「１．災害、事件・事故、疫病、

公共交通機関の遅延などにより大会を中止、縮小することがあります。なお、中

止・縮小の際は参加料は返金しません。」という条項のうち、「なお、中止・縮小の

際は参加料は返金しません。」との部分 

イ 申込規約の「５．私は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けるこ

とに異議ありません。その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。」

との条項のうち、「その方法、経過等について、主催者の責任を問いません」との

部分及び「６．私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免

除し、損害賠償等の請求を行いません。」という条項並びに大会規約「10.競技中の

事故については主催者で応急処置は行いますが、それ以外の責任は一切負いませ

ん。」という条項のうち、「それ以外の責任は一切負いません」との部分 

ウ 申込規約の「１．自己都合による申込後の種目変更・キャンセル・権利譲渡・名

義変更はできません。また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません」という条

項のうち「また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません」との部分 
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（理由） 

ア 民法第 536 条により、主催者及び参加者のいずれの責めにもよらない事由によっ

てマラソンが中止となった場合、その対価である参加料等を主催者は受け取ること

ができないところ、上記アの条項は、主催者の責めによらない事由で大会が中止と

なった場合に参加料等の返金を一切行わないとして民法の規定が適用される場合に

比して消費者の権利を制限し、マラソンが中止となり支払いを受けていた参加料等

が参加者の登録等にかかった費用を超える場合でも一切返金をしない点で消費者に

著しい不利益を与えることから、消費者契約法第 10 条に反するものとして無効で

あり、消費者契約法に適合する内容への変更を求める。 

イ 誘導ミスや応急処理の際の過失等により、マラソン契約に伴って主催者が参加者

に対して債務不履行責任あるいは不法行為責任を負う可能性が少なからず考えられ

るところ、上記イの条項は何らの限定を付することなく主催者の債務不履行責任及

び不法行為責任の全部を免除することから、消費者契約法第８条第１項第１号及び

第３号に反するものとして無効であり、消費者契約法に適合する内容への変更を求

める。 

ウ 過剰入金や重複入金を参加者がした場合には、民法上、超過支払分は不当利得と

して返還義務が生じるところ（民法第 703 条）、上記ウの条項は超過支払分の返還

を受けることができず民法の規定が適用される場合に比して消費者の権利を制限し、

消費者の利益を一方的に害することから、消費者契約法第 10 条に反するものとし

て無効であり、削除を求める。 

 

 （※）消費者契約法 

   （事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効） 

  第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 

一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当

該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 

二 事業者の債務不履行（当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過

失によるものに限る。）により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当

該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 

   三・四 〔略〕 

  ２ 〔略〕 

 

（消費者の利益を一方的に害する条項の無効） 
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示

をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比

して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法

第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効と

する。 
注）上記の差止請求が行われた日現在の規定 

（２）結果 
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  令和２年12月 14日、東北・みやぎ復興マラソン事務局は、消費者市民ネットとう

ほくに対し、2021年大会以降、本件条項を修正することについて連絡した。 

  これを受けて、令和３年３月 23 日、消費者市民ネットとうほくは、申入れの趣旨

に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。 

 

２．適格消費者団体の名称 

特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく（法人番号1370005003910） 

 

３．事業者等の氏名又は名称 

東北・みやぎ復興マラソン事務局 

 

４．当該事案に関する改善措置情報（※）の概要 

なし 

（※） 改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停止

若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた

場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう（消費者契約法施行規則第

14条、第28条参照）。 

以上 

 

 

 

 

【本件に関する問合せ先】 

消費者庁消費者制度課  電話：03－3507－9165 

URL：https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/index.html 


